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⽇本企業のインドにおける紛争解決

ンドの法制度は、法律と判例の組み合わせです。中央政府と州政府はどち

らも憲法に規定されている主題について⽴法しますが、判例は司法裁判所

によって定められます。外国の事業体および多国籍企業は、連邦法および

事業を⾏う場所に固有の法律に従わなければなりません。

世界中の法制度には通常、慣習法と⺠法の2種類があります。インドは主に慣習法の国

であり、法的権限の主な源泉は司法意⾒の形での判例法です。⽇本は主に、成⽂化さ

れた法律が優勢な⺠法の国です。
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インドには、地⽅裁判所、⾼等裁判所、最⾼控訴裁判所である最⾼裁判所からなる3層

の裁判所制度があります。⾼等裁判所は主に州都にあり、この3層システムの中間の段

です。

契約違反の結果としての契約上の⽀払いまたは損害賠償の回復に対する救済は、商業

訴訟を提起することによって追求されます。これには、訴答、裁判、議論の3つの段階

が含まれます。議論の結果の後、問題を扱う裁判所は、当事者によって提出された訴

答、⽂書、および証拠に基づいて判決を下します。
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訴訟を提起する際に、請求を⾏う当事者、すなわち原告は、訴訟費⽤を⽀払わなけれ

ばなりません。これは、請求額と訴訟が提起された裁判所により計算されます。すべ

ての州には独⾃の訴訟費⽤規則があります。ただし、⼤まかな⽬安として、訴訟費⽤

は通常、訴訟で申し⽴てられた⾦額の1％です。第⼀審裁判所の判決により不利益を被

った当事者は、⾼等裁判所に上訴し、その後最⾼裁判所に上訴することができます。

あるいは、当事者は、仲裁を通じて、または仲裁を管理する任意の機関を通じて、紛

争を解決することができます。仲裁の⼿続きは、当事者間で合意されるか、仲裁廷に

よって定められます。

国内仲裁を開始するために、申し⽴てを⾏う当事者は、弁護⼠、引退した裁判官、ま

たは専⾨家のいずれかを仲裁⼈として提案する仲裁を訴える通知を発します。当事者

が仲裁⼈について合意できない場合、その任命は国内仲裁管轄の⾼等裁判所によって

⾏われます。�3⼈の仲裁⼈の法廷が要請された場合、各当事者は独⾃の仲裁⼈を選択

し、それらの2⼈の仲裁⼈が3⼈⽬の主任仲裁⼈を任命します。国際仲裁の場合、最⾼

裁判所は、1996年の仲裁調停法（改正）に基づいて仲裁⼈を任命します。
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仲裁廷が構成されると、当事者は商事訴訟と同様の段階を経ます。最近の法改正以

来、仲裁⼿続には期限があり、申し⽴てに相当する訴状が完了してから12か⽉以内に

裁定が下される必要があります。この法律は、上限が300万インドルピー（39,000⽶

ドル）の仲裁⼈料⾦を決定するためのモデル料⾦表を提⽰しています。

機関仲裁は、当事者によって選択された機関によって定められた⼿順によって管理さ

れます。各機関には、仲裁⼈の⼿数料率、管理費および経費、資格のある仲裁⼈の委

員会への任命など、仲裁⼿続きを実施するための独⾃の規則があります。国内の制度



的仲裁の⼀般的な選択肢は、インド仲裁評議会、デリー国際仲裁センター、建設業仲

裁評議会、およびインド商⼯会議所仲裁評議会です。

国際仲裁については、シンガポール国際仲裁センター、パリの国際商⼯会議所、ロン

ドンのロンドン国際仲裁裁判所が好まれています。多くの⽇本企業は、コストの削

減、⽇本への近さ、都市国家における⽇本企業の存在感の⾼まりから、シンガポール

を好みます。シンガポールは往復領⼟でもあるため、シンガポールでの仲裁判断はイ

ンドで直接執⾏することができます。

⽇本の企業は、インドの企業との交渉の際に、2つの法制度の相違点と類似点を覚えて

おくことをお勧めします。契約⽂書は、将来の紛争を避けるために、注意深く作成

し、技術的な問題について合意する必要があります。

Nishant�Menon�は�Kochhar�&�Co.�のシニアパートナーで、Kavita�Sarin�はパートナーで

す。�Deepesh�はプリンシパル�アソシエイトで、この記事にも寄稿しました。
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